
旭区連合自治会町内会連絡協議会４月定例会 
 
 
 
 
 

 

 

１ 警察・消防からのお知らせ 

（自治だよりに掲載し、【資料番号】に網掛けしたものは、「自治だより」に資料を同封します。） 

番号 議題 配布先 

（１） 
旭警察署からのお知らせ（情報提供） 

        （旭警察署）【資料１－１】 

単会 

会長 

（２） 
旭消防署からのお知らせ（情報提供） 

（旭消防署）【資料１－２】 

単会 

会長 

 

２ 横浜市町内会連合会定例会結果報告 

（自治だよりに掲載し、【資料番号】に網掛けしたものは、「自治だより」に資料を同封します。） 

番号 議題 配布先 

（１） 
令和６年度初期消火器具整備費補助事業について（周知依頼） 

（旭消防署）【資料２－１】 

単会 

会長 

（２） 

GREEN×EXPO 2027 広報チラシの掲出について（依頼） 
（脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 GREEN×EXPO 推進課／旭区 区政推進課） 

【資料２－２】 

掲示 

（３） 

GREEN×EXPO 2027 の進捗状況について（情報提供） 
（脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 GREEN×EXPO 推進課／旭区 区政推進課） 

【資料２－３】 

単会 

会長 

（４） 

横浜市の公園を禁煙にすることへの市民意見募集実施について（情報提

供） 

※ 募集期間：令和６年４月 18 日(木曜日)から令和６年５月 31 日(金曜日)まで 

（みどり環境局 公園緑地管理課）【資料２－４】 

連長 

（５） 
自治会町内会館整備について（事業説明） 

（市民局 地域活動推進課／旭区 地域振興課）【資料２－５】 

単会 

会長 

（６） 

自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金における訪問アドバイザー派遣

及び補助対象となる会館の拡大について（事業説明） 
※ 申請期間：令和６年３月１日（金）から令和６年９月 30日（月）まで 

（市民局 地域活動推進課／旭区 地域振興課）【資料２－６】 

単会 

会長 

(７) 
自治会町内会加入促進用リーフレットについて（情報提供） 

（市民局 地域活動推進課／旭区 地域振興課）【資料２－７】 
単会 

会長 

（８） 
令和５年度 家庭ごみ収集量の実績（速報値）について（情報提供） 

（資源循環局 政策調整課／旭区 地域振興課）【資料２－８】 連長 

(９) 
令和６年度日本赤十字社会費募集について（依頼） 

（日赤旭区地区委員会（旭区社会福祉協議会））【資料２－９】 連長 

 

旭区マスコットキャラクター 

あさひくん 

日 時：令和６年４月 18 日（木） 

午前 10 時 00分から 

場 所：新館大会議室（旭区役所新館２階） 

 



 

３ 旭区連合自治会町内会連絡協議会 議題 

（自治だよりに掲載し、【資料番号】に網掛けしたものは、「自治だより」に資料を同封します。） 

 番号 議題 配布先 

(１) 
令和５年度日本赤十字社会費募集結果報告について（情報提供） 

（日赤旭区地区委員会（旭区社会福祉協議会））【資料３－１】 連長 

（２） 

令和６年度日本赤十字社会員増強運動（会費募集）の納入について（依

頼） 
（旭区社会福祉協議会）【資料３－２】 

別送 

(３) 
令和６年度旭区更生保護協会会費の納入について（依頼） 

（旭区社会福祉協議会）【資料３－３】 
別送 

（４） 

令和６年度旭区まちぐるみ地域防犯推進事業活動助成金について（情報

提供） 
※ 申請期限：令和６年６月 28 日（金）まで 

（旭区 地域振興課）【資料３－４】 

単会 

会長 

（５） 

令和６年度「旭区タウンミーティング」の実施について（依頼） 
※ 提出期限：原則開催希望日の２か月前まで 

（旭区 地域振興課）【資料３－５】 
連長 

（６） 

「地域活動に役立つ！デジタル活用講座」の結果報告について（情報提

供） 
（旭区 地域振興課）【資料３－６】 

単会 

会長 

 

４ その他（情報提供、講演会・催事等の案内等） 

（自治だよりに掲載しませんが、【資料番号】に網掛けしたものは、「自治だより」に資料を同封します） 

番号 議題 配布先 

（１） 
広報紙「保護司会だより旭第 42 号」の配布について（情報提供） 

（旭区社会福祉協議会）【資料４－１】 
単会

会長 

（２） 
広報紙「更女だよりあさひ」第 11 号の発行について（情報提供） 

（旭区更生保護女性会（旭区社会福祉協議会））【資料４－２】 連長 

（３） 
働き・子育て世代に対する情報発信の調査について（情報提供） 

（旭区 福祉保健課）【資料４－３】 連長 

（４） 

令和６年度「全国瞬時警報システム（J アラート）」一斉情報伝達試験

の実施について（情報提供） 
（旭区 総務課）【資料４－４】 

単会 

会長 

（５） 

「緊急時情報伝達システム」の登録について（依頼） 
※ 報告期限：令和６年５月 31 日（金）まで 

（旭区 総務課）【資料４－５】 

単会 

会長 

（６） 

令和６年度 連合自治会町内会主催の防災訓練計画書の御提出について

（依頼） 
※ 提出期限：令和６年７月 26 日（金）まで 

（旭区 総務課）【資料４－６】 

連長 

（７） 
「あさひ安全・安心かわら版」について（情報提供） 

（旭区 総務課）【資料４－７】 
単会 

会長 

（８） 
各種表彰の受賞者について（情報提供） 

（旭区 総務課）【資料４－８】 連長 



（９） 

広げよう、SDGs の輪！令和６年度旭区 SDGs 月間 エントリー行事募

集について（情報提供） 
※ エントリー期間：令和６年４月 18 日（木）から６月 30 日（日）まで 

（旭区 区政推進課）【資料４－９】 

単会 

会長 

（10） 
「旭区地域活動のしおり」の配布について（情報提供） 

（旭区 地域振興課）【資料４－10】 
単会 

会長 

（11） 
「みなくるだより」の自治会町内会掲示板への掲出について（依頼） 

（旭区 地域振興課）【資料４－11】 掲示 

（12） 
自治会町内会での「あさひ青指だより」チラシの掲示について（依頼） 

（旭区 地域振興課）【資料４－12】 掲示 

 

 

 

５ 地域広報紙等の配布について（地区連合会長への情報提供） 

(１）今宿地区だより（第36号）      ※今宿地区町内会自治会連合会 広報紙 

(２）みんなの若葉台（№464）       ※若葉台連合自治会 広報紙 

(３) ささのだいニュース（Vol.48）    ※笹野台地区連合自治会 広報紙 

 

【次回日程】 

◎旭区連合自治会町内会連絡協議会５月定例会 

日 時：令和６年５月 17 日（金） 午前 10 時 00 分から 

場 所：旭公会堂講堂（旭区役所４階） 

定例会結果報告はこちら 



区連会資料１－１区連会資料１－１区連会資料１－１区連会資料１－１区連会資料１－１区連会資料１－１区連会資料１－１区連会資料１－１区連会資料１－１

01024023
長方形













3 月 17 日
3 月 21 日
3 月 28 日
3 月 31 日

　　　

63,598 57,899

火災状況

火災件数（件）

2

区分／年数 令和６年 令和５年 増△減

8
1 △1 28 28 0

増△減

102

　　　　　　旭区内火災発生状況　（　3 月中　：　4　件　）
月日

333

旭　　　区　　　内 横　　　浜　　　市　　　内項　　　　目

9 15 △6 172 208 △36
令和６年 令和５年

各年の1月１日から同年３月3１日（現在）

61
1 0 1死者（人）

負傷者（人）

焼損床面積（㎡）

643.3

1,861 1,759
12 4

272

5,699
4.6

救急件数（件）
救急状況

4,337 3,881 456
１日当たりの出場件数（件） 698.9 55.6

（備考）令和６年の数値は速報値であり、確定値ではありません。
47.7 43.1

専用住宅　1棟200㎡焼損 調査中

場所

今宿東町

さちが丘

本村町
白根二丁目

用途

雑草
乗用車
乗用車
専用住宅

被害状況 出火原因

雑草３㎡焼損 火遊び（推定）
車両１台、保土ケ谷バイパス法面50㎡及びガードレール焼損 調査中
エンジンルーム内残置の繊維製ウエス１枚焼損 排気管

旭消防署からのお知らせ 区連会 資料１-２

【お問合せ先】旭消防署総務・予防課 予防係

電話・FAX ０４５（９５１）０１１９

消火栓を使用する訓練等での、

消防署への「相談・報告」のお願い

１ 消火栓を使用する訓練

・初期消火箱を使用した訓練

・スタンドパイプ式初期消火器具を使用した訓練

・放水訓練や放水体験

２ 理 由

・ご家庭の水道水の圧力の低下

・ご家庭の水道水の濁水（配管内の錆などの混入）

３ 相談・報告要領

・１か月前までに消防署（消防出張所）への相談・報告をお願いいたします。

・訓練日時、使用する消火栓の場所



件

件

件
鶴ヶ峰本町一丁目

鶴ヶ峰本町二丁目

鶴ヶ峰本町三丁目

件

件 件

件 ＊ 　 地区連合未加入・高速道路等を含みます。

1

若葉台三丁目

南本宿

建　物
火　　災　　種　　別

その他

三反田町

若葉台
若葉台二丁目

1

1

本　署

本宿町
南本宿町
二俣川２丁目

令和６年町丁別火災発生状況

白根八丁目 若葉台一丁目

左近山
万騎が原

鶴ヶ峰二丁目

1

金が谷
金が谷一丁目

中白根二丁目
中白根三丁目
中白根四丁目
鶴ヶ峰一丁目

今宿東町

1

【お問合せ先】  旭消防署総務・予防課　　電話・ＦＡＸ：９５１－０１１９

小高町

四季美台
今川町 1

川井宿町

東希望が丘
中希望が丘

今宿地区町内会自治会連合会

白根地区町内会自治会連合会
旭北地区連合自治会

旭南部地区連合自治会

上白根三丁目

金が谷二丁目
今宿町
今宿一丁目

川井本町

南希望が丘
二俣川１丁目
善部町

さちが丘

若葉台四丁目
市沢町

白根二丁目 1

白根七丁目

桐が作

柏町
上川井町

市　沢

1

0

6

白根四丁目
大池町

白根六丁目
白根五丁目

白根三丁目

今宿南町

本村町 1
西川島町

1

中白根一丁目

1

さちが丘

1
今宿西町

11

車両

上白根連合自治会

0
矢指町

1

建物

9 件

1

1

2

上白根二丁目

下川井町
都岡町
上白根町
上白根一丁目

都　岡

希望が丘南地区連合自治会
さちが丘地区連合自治会

旭区連合自治会町内会火災発生状況
自治会・町内会 3月 累計 自治会・町内会 3月 累計

合　　　　　計

笹野台地区連合自治会
希望が丘連合自治会

川井地区町内会自治会連合会
若葉台連合自治会

鶴ヶ峰地区町内会連合会

万騎が原連合自治会
二俣川地区連合自治会

1

二俣川ニュ－タウン連合町内会

1

1

林野 その他

4 9

市沢地区連合町内会
地区連合未加入・高速道路等

旭中央地区連合町内会

希望が丘東地区連合自治会 2

左近山連合自治会

2

1

1

4 3 0 2
合計

署所別
車　両 林　野

小計

令和６年1月１日から同年３月31日（現在）

署所別
林　野 その他建　物 車　両

白根一丁目

1
1

今宿二丁目
笹野台一丁目

川島町
白根町

1

火　　災　　種　　別
町　丁　別 小計 町　丁　別

今  宿

1

笹野台二丁目
笹野台三丁目
笹野台四丁目
中沢一丁目
中沢二丁目
中沢三丁目
中尾一丁目
中尾二丁目

11



 

初期消火器具設置費用の一部補助について【周知依頼】 
 
１ 事業の趣旨 

  消防局では、自治会町内会が初期消火器具を設置・更新（器材全て又は一部）する費

用の一部を補助する事業を行っており、この度、補助金交付申請の受付を開始します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２ お願いしたいこと 

【地区連長】ご承知おきの上、単位会長様への周知をお願い致します。 

【単位会長】申請を行う場合は、申請書に必要事項を記入の上、９月 30 日（月）までに

消防署に御提出をお願い致します。 
 

３ 申請要件 

  下記３つに当てはまる単位自治会町内会が対象となります。 

(1)  地域に消火栓がある。 

(2)  家屋が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大の恐れがある。 

(3)  定期的に訓練を実施できる。 

 

４ 申請方法 

 (1) 受付期間：令和６年４月１日（月）から９月 30日（月）まで 

 (2) 申請方法：申請書に必要事項を記入の上、消防署に御提出をお願い致します。 

※申請書は横浜市ウェブサイトからダウンロード、または消防署でお渡しします。 

 

                        「横浜市 初期消火器具」で検索 

５ 補助の対象経費 

 (1)  初期消火器具の新規設置及び器材全ての更新設置の場合 

   初期消火器具の整備に要する経費（税込金額）の２/３に相当する額とし、１件あた

り 20万円を上限とします。 

 (2)  初期消火器具の一部更新設置の場合 

   消防用ホースなど器材の一部の更新や、自治会町内会が所有している初期消火箱の

新たな器材（スタンドパイプ・台車）への更新経費（税込金額）の２/３に相当する額

とし、１件あたり７万円を上限とします。 

 

 
 
 

【お問い合わせ先】 
旭消防署総務・予防課予防係 
担当 中澤・大塚 
電話/FAX 045-951-0119 

初期消火器具とは？ 

初期消火器具には、初期消火箱（固定式）とスタンドパイ

プ式初期消火器具（可搬式）の２種類があり、消防車が進入

できない道路狭隘地域等においても、市民の皆さまが消火栓

にホースを直接接続し、有効な初期消火活動を行うことがで

きる消火器具です。特にスタンドパイプ式初期消火器具は機

動性に優れ、容易に取り扱うことができます。 
初期消火箱（固定式） 

スタンドパイプ式 
初期消火器具(可搬式) 

 

区連会 資料２－１  



 

 

第１号様式（第５条第２項）

横浜市長 

 

 

 

 

団体名

住所 

代表者職・氏名 

電話 （ ） 

 

年 月 日 

 

初期消火器具整備費補助金交付申請書 

 
初期消火器具を整備するため、初期消火器具整備費補助金の交付を受けたいので、関係

書類を添えて申請します。なお、補助金の交付にあたっては、横浜市補助金等の交付に関

する規則（平成 17 年 11 月 30 日横浜市規則第 139 号）及び初期消火器具整備費補助金

交付要綱を遵守します。 

 

１ 整備種別 □  初期消火箱 、 □ スタンドパイプ式初期消火器具 

２ 整備内容 □  新規設置 、 □ 更新設置 、 □ 一部更新設置 

３ 整備費用総額  円  

 

４ 

 

設置場所 

 区  

 

５ 設置場所周辺の状況等 

□ 地域に消火栓がある （初期消火箱の場合 直近 ｍに消火栓あり） 

□ 家屋が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大のおそれがある 

□ 定期的に訓練を実施する 

 

６ 申請理由 

 

 

 

７ 添付書類 

□ 見積書の写し 

□ 初期消火器具設置位置図 

□ 土地及び施設の使用承諾・許可書等の写し 



 

GREEN×EXPO 2027 広報チラシの掲示について【掲示依頼】 

 
 
１ 事業の趣旨 

  このたび、GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）のクリエイターである   

蜷川実花さんがデザインしました、新しいキービジュアルを用いた広報チラシ（Ａ４  

サイズ）が完成しました。 

GREEN×EXPO 2027 の開催に向けて、市民の皆様と共に機運を高めるため、新しい広報 

チラシを自治会町内会の掲示板に掲出していただきますようお願いします。 

なお、当該キービジュアルを用いたポスターは、区役所、市民利用施設をはじめ、市内

各所で順次掲示する予定です。 

 
 

２ お願いしたいこと 

【区連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で周知をお願いします。 

【単位会長】単位自治会町内会あて掲示物を送付します。 

掲示についてご協力をお願いします。 

※以前に掲示を依頼しました旧チラシが掲示板に残っている場合は、処分して

いただきますようお願いします。 

 
 

３ 広報チラシの掲示期間等 

広報チラシの到着後、２か月程度（６月末まで）の掲示をお願いします。 

※掲示板の空き状況等により御無理のない範囲で御協力をお願いします。 

※各区の区連会で、掲示期間について個別ルールがある場合は、状況に応じて御対応  

ください。 

※屋外掲示板によるチラシの劣化が想定されます。大変お手数ですが、依頼掲示期間後の

６月末になりましたら、処分していただきますようお願いします。 
 
 
 

脱炭素・GREEN×EXPO推進局 GREEN×EXPO推進課 
担当 長谷部、西野、秋葉 
電話 045-671-4627 /FAX 045-212-1223 
メール da-greenexpo-pr@city.yokohama.jp 

市 連 会 ４ 月 説 明 資 料 

令 和 ６ 年 ４ 月 1 0 日  

脱炭素・GREEN×EXPO 推進局
G R E E N × E X P O 推 進 課 

区連会 資料２－２  



GREEN×EXPO 2027 の進捗状況について（情報提供） 

 

平素より、「GREEN×EXPO 2027」の開催に向けたご支援ご協力を賜り、誠にありがとうご

ざいます。直近の進捗状況について、情報提供します。 

 

１ お願いしたいこと 

【区 連 長】 ご承知おきください。 

【地区連長】 地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】 単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

 

２ 「GREEN×EXPO 2027」とは 

  ・私たちの生活に大きな影響をもたらす気候変動に着目した、環境と共生し市民の皆様  

と共につくる、「環共」をテーマとする日本で初めての国際博覧会です。 

・自然・人・社会が共に持続するために、地球の限界や脱炭素社会を見据え、「人々の環

境への意識や行動は 2027 年の横浜から変わった」と言われるよう準備を進めていき

ます。 

・気候変動などの世界的な課題に対し、“自然の力”、“グリーンの力”で課題を解決し、 

環境にやさしい未来の暮らしを考え、横浜から世界に発信することが、博覧会のテー

マである「幸せを創る明日の風景」につながっていきます。 

 

３ 現在の会場計画（案） 

瀬谷区・旭区にまたがる上瀬谷の広大な里山を舞台に、起伏のある地形や川の源流な

どの自然を生かし、市民や企業が出展する５つの「Village（ビレッジ）」と、花や緑の

美しい風景が楽しめる３つの「ゾーン」を設けます。 

 

 ５つの Village 

主催者や参加者による様々な展示・

体験プログラム等を複合させ、「幸せ

を創る明日の風景」を創出する５つ

の Village を設けます。 

 

３つのゾーン 

GREEN×EXPO 2027 の

骨格となる３つのゾーンを

設けます。 

市 連 会 ４ 月 定 例 会 説 明 資 料 
令 和 ６ 年 ４ 月 1 0 日 
脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 GREEN×EXPO 推進課 

区連会 資料２－３  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 公式マスコットキャラクターのデザイン発表 

   
  

 
担 当：脱炭素・GREEN×EXPO推進局 GREEN×EXPO推進課 

連絡先：Tel 671-4627 

メール：da-greenexpo@city.yokohama.jp 

※今後の調整状況により変更となる

場合があります。 

開催３年前となる３月 19 日に公式マスコットキャラクタ

ーのデザインを発表しました。６月に名前の発表が行われる

予定です。 



各地区連合町内会長 様 

みどり環境局公園緑地管理課長 

横浜市の公園を禁煙にすることへの市民意見募集実施について【情報提供】 

１ 事業の趣旨 

  受動喫煙対策の取組として横浜市公園条例に「禁煙」を含め、「公園内禁煙化」を検討し

ております。検討にあたりパブリックコメントを実施いたしますので、情報提供いたしま

す。 

２ パブリックコメントの概要 

（１）募集期間

令和６年４月 18日(木曜日)から令和６年５月 31日(金曜日)まで

（２）提出方法

①ご意見受付フォーム

横浜市電子申請・届出システム

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/

dc2140c5-6a43-4f43-b7d0-44b5b519a9f4/start

※メンテナンス時間中（不定期）はご利用いただけません。

②リーフレット付属のハガキによる郵送（切手不要）

各区役所、横浜市役所などで配布しています。概要版リーフレットのハガキ

を切り取ってお送りください。（概要版リーフレットのハガキを使用する場合は、切手不

要。当日消印有効。）

③ＦＡＸ

045-550-3916

④電子メール

mk-koenkanri@city.yokohama.lg.jp

メールの件名には「公園禁煙化意見」と書いてください

（※電話によるご意見は受け付けておりません。） 

⑤持参

受付時間 ８時 45分から 17時まで

区  連 会 ４ 月 定 例 会  資 料
令 和 ６ 年 ４ 月 1 8 日 
みどり環境局公園緑地管理課

みどり環境局公園緑地管理課 
担当 関本、井上、入本 
電話 045-671-2642 /FAX 045-550-3916 
メール mk-koenkanri@city.yokohama.lg.jp



横浜市の公園を
禁煙にすることについて
みなさんのご意見をお聞かせください

意見募集期間: 令和6年4月18日（木）から令和6年5月31日（金）まで

横浜市の公園を禁煙にすることについて
ご意見をお聞かせください。

応募方法

お問合せ

みどり環境局 公園緑地管理課　
電話番号: 045-671-2642

注意事項

料金受取人払郵便

差出有効期間
令和6年5月
31日まで
（切手不要）

郵便はがき

横浜港局
承認

横浜市中区本町6丁目50番地の10

みどり環境局 公園緑地管理課  行

属性等をご記入ください

□ ～９歳 □ 10歳代 □ 20歳代
□ 30歳代 □ 40歳代 □ 50歳代
□ 60歳代 □ 70歳代 □ 80歳代～

【属性】

【年代】

※その他（事業者等）とお答えの方は年代のご記入は不要です。

募集締切  令和6年5月31日（金）まで

【住所】□横浜市＿＿＿＿＿区　□横浜市外

【公園の利用頻度】
□ 週１回以上　□ 週1回未満～月１回以上
□ 月1回未満～年1回以上　□ 年1回未満

※その他（事業者等）とお答えの方は利用頻度のご記入は不要です。

２３１ ８７９０
0 0 5

「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコハマ」を目指し、
子どもたちが安全に安心して遊べる環境を確保するため、
横浜市公園条例の中に、公園における禁止行為とし
て、「喫煙」を追加することを、
公園における受動喫煙対策の方向性として取りまとめました。

□個人(住民) □その他（事業者等）

次のいずれかの方法でご意見をお寄せください。
①はがき（左のはがきを切り取り、ご使用ください。）
（切手不要  当日消印有効）
②FAX: 045-550-3916　みどり環境局公園緑地管理課あて
③電子メール: ｍｋ-koenkanri@city.yokohama.lg.jp
④持参: 受付時間　8時45分から17時まで
⑤インターネット入力フォーム
スマートフォンで回答される方は下記QRコードからアクセスできます。
パソコンで回答される方は、下記よりアクセスください。
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/pro
cedures/apply/b56497b8-4650-4df5-adce-124b111fffed/start

・ご意見への個別の回答は行いません。また、ご意見を正確に把握す
る必要があるため、電話でのご意見の受付はいたしません。
・ご意見の提出に伴い取得した個人情報は「横浜市個人情報の保護
に関する条例」に従い適正に管理し、ご意見の内容に不明な点が
あった場合等の連絡・確認の目的に限って利用します。

『公園のまち ヨコハマ』
　横浜には地域に身近な公園から大規模な公園まで、約2,700か所もの多彩な公園があり、特に、子
育て世代も多く集う身近な公園の数は、政令市のなかで全国一位の数となっています。横浜市では、
「公園のまち　ヨコハマ」として、市民の皆様に公園をより一層ご利用いただけるよう、インクルーシブな
公園づくりやこどもログハウスのリノベーション、受動喫煙対策などの子育て環境の充実や、地域の活
性化につながる集客イベントの実施など様々な取組を進めていきます。

▲こどもログハウスのリノベーション▲インクルーシブな公園づくり▲集客イベントによる賑わいの創出

ご意見は
こちらから

切り取り

このハガキは使用できません



切り取り

回答欄
募集締切　令和６年５月31日（金）まで

1 これまでの経過 3 横浜市公園条例改正の考え方

２ 受動喫煙対策のため、公園内喫煙禁止を条例で明記することが必要な理由

（1）アンケート調査（令和５年７月から８月）の結果概要

・「公園を利用している際に喫煙で迷惑と感じたことがあるか」の問いについては、「よくある」、「たまにあ
る」を選択したのが、ｅアンケートでは約６割、子育て世代では約８割、公園愛護会では約５割となりました。

・「公園内での喫煙について、どのようなことが迷惑と感じたか」の問いについては、eアンケートと子育て
世代では「たばこの煙やにおい」と「吸い殻のポイ捨て」が、公園愛護会では「吸い殻のポイ捨て」が、
特に多く選択されました。　

・「自由意見」では、公園で何らかの受動喫煙対策を求める意見が多く寄せられました。

（2）一部公園での禁煙の試行実施（令和５年10月から11月）の結果概要

ア 禁煙の試行結果

・駅前に立地する藤が丘駅前公園や天王町駅前公園では、一定数の喫煙がありました。

・天王町駅前公園では、試行中の喫煙者の数が大幅に減少しました。禁煙を周知した効果が一定程度あ
ったものと推察されます。

イ現地アンケート調査結果

・「公園を利用している際に喫煙で迷惑と感じたことがあるか」の問いについて、　「よくある」、「たまに
ある」の回答割合が高かったのは、藤が丘駅前公園で５割を超える結果となりました。

・従前から喫煙者が少ないこども自然公園では「ほとんどない」、「ない」の回答割合が８割を超える結果
となりました。

・「自由意見」では、公園で何らかの受動喫煙対策を求める意見が多く寄せられました。

横浜市公園条例を改正し、市立公園内において禁止する行為として「喫煙」を加えます。

・アンケートの結果から多くの方が公園で何らかの受動喫煙対策を求めていること。

・駅前に立地する公園では、一定数の喫煙がありましたが、試行中に喫煙者の数が大幅に減少した公園も
あり、禁煙を周知した効果が一定程度あったものと推察されること。

・改正健康増進法では特定施設以外の屋外については喫煙者の周囲への配慮義務までしかなく、実効性
が担保できないこと。

・条例で、禁止事項として喫煙を明文化することで、分かりやすい形で周知、誘導できること。

（行為の禁止）
第５条　何人も公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第５条第１項、
法第６条第１項若しくは第３項、第６条第１項本文若しくは第２項本文又は第７条第２項の規定に基
づく許可に係るものについては、この限りでない。

（1） 鳥、獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。
（2） 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。
（3） ごみその他の汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。
（4） 土地を掘りおこし、土石の類を採集し、その他土地の形質を変更すること。
（5） 公園内の土地及び物件を傷つけ、若しくは汚し、又は原状を変更すること。
（6） 公園に居住すること。
（7） 工作物を設けること。
（8） 土石、木材等の物件をたい積すること。
（9） 広告物を掲げ、又は散布すること。
（10） 喫煙（健康増進法（平成14年法律第103号）第28条第２号に規定する喫煙をいう。）をすること。
（11） 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。
（12） 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

▲試行中の公園の様子

※公園で許可なく禁止行為を行った場合には５万円以下の過料に処される対象になります。

横浜市の公園を禁煙とすることとし、横浜市公園条例の禁止
行為に喫煙を加えることについてご意見をお聞かせください。

▲ 試行中のアンケート調査の様子 ▲



 
 
 

自治会町内会館整備について【事業説明】 

 
１ 事業の趣旨 

  令和７年度に自治会町内会館の新築・増築・耐震補強工事・修繕（いずれも補助対象経費

100 万円以上）を行うご意向がある自治会町内会より、令和７年度予算編成に向けた事前申

出を募集します。なお、予算には上限がありますので、予算の範囲内で対象となる自治会町

内会を決定する予定です。 
  

２ お願いしたいこと 

【区連長】 ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で単位会長の皆様に情報提供をお願いします。 

 ご意向がある場合、区役所に必要書類をご提出してください。 

（地区連合町内会館も対象となります） 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供の上、ご検討ください。 

      ご意向がある場合、区役所に必要書類をご提出してください。 

 

３ 制度について 

 （１）制度概要 

別添のパンフレット『自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内』をご参照く

ださい。制度の詳細は、横浜市ホームページにも掲載しております。以下の二次元バー

コードよりアクセスください。 

 （２）令和６年度の変更点 

   ・補助上限額の引上げ 

 近年の物価高騰等の影響を踏まえ、補助上限額を見直しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・補助金の「前金払い」制度を創設 

  より活用しやすい補助制度とするため、補助金の前金払いを可能としました。 

市連会４月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ４ 月 1 0 日 
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 

現行制度 引上げ後

補助限度額 補助限度額

1/2
99,000円/㎡
かつ　1,200万円

125,000円/㎡
かつ　1,500万円

特殊基礎工事 1/2 300万円 300万円

エレベータ設置工事費 1/2 300万円 300万円

1/2 500万円 630万円

1/2 300万円 380万円

1/2 200万円 250万円

耐震補強工事

修繕

補助率整備の種類

新築・購入

増築

区連会 資料２－５ 



４ 事前申出の提出 

【申込方法】各区役所地域振興課へ必要書類を提出 

      必要書類については、区役所地域振興課へお問い合わせください。 

  【申込期限】令和６年７月 12日（金） 

※令和７年度の予算が確定し、補助申請を受け付ける自治会町内会が決定されるのは、 
令和７年３月末頃の予定です。 

 

５ その他 

（１）風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった場合には、事前申出の有無に関

わらず、各区役所地域振興課へご相談ください（り災の証明等、別途要件があります）。 

（２）公園集会所の整備の場合は、区役所へお申し出をいただく前に、みどり環境局公園緑地

管理課及び土木事務所と調整が必要になります。 

（３）自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金（LED照明器具や省エネエアコンなどの整備導

入における補助制度）とは別事業になります。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

市民局地域活動推進課 
担当 松永、石栗、髙橋、渡邉 
電話045-671-2317 /FAX 045-664-0734 
メール sh-jichikai@city.yokohama.jp 



 

 

 

自治会町内会活動や共助による減災に向けた取組の拠点となる、自治会町内会館の整備に対

する補助制度や融資制度の概要について、ご案内します。自治会町内会館脱炭素化推進事業補

助金とは異なる制度ですのでご注意ください。 
   

 補助制度について           ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 
  
１ 補助対象 

  次の全ての項目に該当するときに、自治会町内会館の整備に対する補助を利用することが 

できます。ただし、この補助制度で補助を受けた自治会町内会は、補助を受けてから５年間 

は、特別な理由がある場合を除き、補助申請することはできません。（修繕を除く） 
   
 (1) 自治会町内会が所有、整備、運営及び利用する施設である 

 (2) 地域住民の福祉向上、連帯の増進に寄与する施設である 

 (3) 会議及び集会に必要な施設を備えている 

 (4) 建築基準法その他の法令に適合している 

 (5) 会館の整備に対して、総会の議決等による自治会町内会の意思決定がある 

 (6) 会館の利用規約等が整備されている 

 (7) 補助を受けた会館が他にない 

 (8) 会館整備費補助要綱に定める業者数以上の市内事業者(※１)による入札又は見積合わせ

で最も安価な金額を提示した事業者を選定している（事業者は建設業の許可が必要です。

(※２)） 

(9) 補助対象経費が 100万円以上の整備である 
 

※１ 市内事業者とは、市内に本社がある事業者です。店舗や事務所等だけが市内にあっても 

該当しませんので、ご注意ください。 

具体的には、次のいずれかに該当する事業者です。 
 

◎ 横浜市一般競争入札有資格者名簿における所在地区分が市内である者 

◎ 登記簿の本店（又は主たる事務所）の所在地が市内で登記している者 

◎ 主たる営業の拠点が市内である個人事業者及び登記していない団体 
 
   ※２ 申請時に、建設業の許可通知書の写しの提出が必要です。 
 
２ 補助内容 

整備の種類 補助率 補助限度額 内 容 

新築・購入 2分の 1 1㎡当たり

125,000円 

かつ 

1,500万円 

新たに建物を建設し、又は現在の建物の 

全部を撤去して新たに建物を建築すること 

 

 特殊基礎工事費 2分の 1  300万円 地盤・敷地条件により施工する特殊な基礎工事 

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置工事費 2分の 1  300万円 エレベーター設置に伴う工事費 

増築 2分の 1  630万円 既にある建物の床面積を増加させる工事 

耐震補強工事 2分の 1  380万円 耐震診断（※）に基づいて行う工事 

（※）会館整備費補助要綱に基づいた耐震診断 

修繕 2分の 1  250万円 既にある建物の部分に対して、機能の維持向上、模

様替え等のために行う工事（機器及び器具の購入

のみは含まない） 

※風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった 

場合は、各区役所地域振興課へご相談ください。 

自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内 令和６年４月 

                        

 



 

〇新築等で特殊基礎工事を施工する場合、補助限度額とは別に、300万円を限度に特殊基礎工事に要する

経費の２分の１を補助します。なお、特殊基礎工事については地質データなどによる審査を行います。 

〇新築、増築、修繕で外構工事を施行する場合に、整備の種類ごとの補助限度額内で、100万円を限度

に外構工事に要する経費の 2分の 1を補助します。（新築・購入の場合、1㎡当たりの補助限度額とは

別に補助します。） 

〇新築、耐震補強工事及び 250万円を超える増築については、審査委員会による整備費用の内容審査を

行います。 

（自治会町内会が整備する公園集会所について補助を受けるには、別途要件があります。詳細は各区役所

地域振興課にお問合せください。） 

 
３ 申請手続 

会館整備の計画については、お早めにご相談ください。 

会館整備に関する相談先及び申請書の提出先は、各区役所地域振興課です。 
 
 (1) 整備予定時期の前年度７月頃までに、事前の申出が必要です。 

   横浜市の予算確定後、整備年度になりましたら補助申請を行い、必ずその年度内に工事

完了検査を受けていただきます。 

 (2) 補助申請は、会の総意を証する総会の議事録・工事設計書等の必要書類を添付し、工事 

請負契約前又は売買契約締結前に、自治会町内会の代表者の方が手続きを行ってください。 

 (3) 申請された内容について審査し、補助決定を行います。 

なお、補助申請時に申請された内容に含まれていない費用については、原則として補助

の対象となりません。補助申請後にやむをえず工事内容に変更が生じた場合は、必ず変更
部分の工事の着工前にご相談ください。 

※変更部分の費用については、補助の対象とならない場合があります。 
 
４ 補助金の支払い 

工事完了後、現地にて立会い検査（完了検査）を行います。その完了検査結果に基づき所

定の手続きを行い、工事請負業者への代金支払い後、補助金の支払いを行います。 
なお、工事請負業者への支払いよりも前に補助金を受領する必要がある場合には、前金払

いを選択することができます。交付申請の際にお申し出ください。 

 

５ その他 
 (1) 区分所有者が管理する集会施設の整備 

自治会町内会と区分所有者の団体の構成員がほぼ同じであり、かつ、自治会町内会が使

用する施設で、自治会町内会が整備費を負担する場合に限り補助対象とします。 

 (2) 他の自治会町内会と合同で整備する場合は、新築・購入の場合に限り、それぞれの団体

に補助限度額を適用します。 

 (3) 土地付き建物の購入は、建物部分の費用のみが補助対象となります。 

 (4) 自然災害等による緊急修繕には一定の要件がありますので、必ずご相談ください。この
場合、整備予定時期の前年度７月頃までに求めている、事前の申出は不要です。 

 

６ 補助金の返還 
次のようなときは、補助金を返還していただきます。 

 (1) 詐欺その他不正な手続きにより補助金を受けたとき 

 (2) 補助金交付の条件に違反したとき 

 (3) 補助金を受け、整備した建物を第三者に貸与、譲渡、交換または担保に供しようとするとき 

(4) 補助金を受け、整備した建物を会館整備費補助要綱で定める「財産の処分制限期間（※注）」 

  内に処分（解体等）するとき 

 (5) その他補助要綱に違反したとき  

 

 



 

※注 会館整備費補助要綱で定める財産の処分制限期間は次のとおりです。 

◎ 整備内容が新築、購入、増築及び耐震補強工事のもの 
ア 鉄筋コンクリート造の場合・・・50年   
イ 鉄骨造の場合・・・・・・・・・30年 
ウ 木造の場合・・・・・・・・・・24年 

◎ 整備内容が修繕のもの・・・・・・・建物の構造に関係なく 10年 
 

 

 融資制度について         ＜お問い合わせ先：お近くの取扱金融機関＞ 

横浜市との協定に基づき民間金融機関が融資を実施します。なお、申込にあたっては総会

の議決が必要な書類もありますので、融資の利用を計画される場合は、融資内容・申込手続

等の詳細について、お早めにこの融資を取り扱っている金融機関にご相談ください。 

 

１ 融資を実施する金融機関（取扱金融機関） 

  株式会社横浜銀行、横浜信用金庫、株式会社神奈川銀行 

  ※公園集会所の整備に係る融資を実施するのは、横浜信用金庫と株式会社神奈川銀行です。 

   公園集会所の場合、購入は除きます。 

  ※横浜市の会館整備費補助要綱に基づく補助の決定を受けた会館が対象となり、 

返済期間は 10年以内です。 

 

２ 申込資格 

融資を受けようとする自治会町内会は、次の要件を満たすことが必要です。 

 (1) 法人格を有する自治会町内会であること（下記「自治会町内会の法人化」参照） 

 (2) 自治会町内会が償還金及び利子の支払い能力があること 

 

３ 融資対象の除外 

  他の金融機関からの借換えを目的とするもの 

 

４ 申込人 

法人化した自治会町内会の代表者が、取扱金融機関に対して行います。 

なお、融資の申込は、自治会町内会が会館に対する市の補助決定を受けた後に行います。 

 

５ 連帯保証人・担保  

 (1)  原則、自治会町内会の代表者１人を連帯保証人とします。ただし、代表者以外の役員等

の自発的な意思に基づく申し出がある場合は、この限りでありません。 

(2) 担保は不要です。 

 

※整備の種類により、融資限度額が異なりますので、詳細は金融機関にお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 自治会町内会の法人化         ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 

自治会町内会館の不動産登記は、団体名義ではなく、役員の個人名などで登記することに

なります。 

団体名義で不動産登記するには自治会町内会の法人化（法人格の取得）が必要です。法人

化には、会の規約や構成員名簿の作成など地方自治法に基づく手続が必要ですので、事前に

ご相談ください。 

 

 会館用地について           ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 

横浜市では、利用計画がないなどの一定の要件に該当する市有地を、会館を所有していない 

自治会町内会に有償で貸付を行っています。 

貸付を希望される場合は、総会の議決等による自治会町内会の意思決定の書類・建設計画・ 

資金計画の概要などを提出していただき、貸付の適否を判断します。 

 民有地・市有地にも適地がない場合、公園面積が 5,000㎡以上であることなど、一定の条件

のもとで公園内に「公園集会所」として設置が認められることがあります。 

 

 区役所地域振興課 連絡先一覧 
 

区役所 電話番号 区役所 電話番号 

鶴見区地域振興課 ５１０－１６８７ 金沢区地域振興課 ７８８－７８０１ 

神奈川区地域振興課 ４１１－７０８６ 港北区地域振興課 ５４０－２２３４ 

西区地域振興課 ３２０－８３８６ 緑区地域振興課 ９３０－２２３２ 

中区地域振興課 ２２４－８１３１ 青葉区地域振興課 ９７８－２２９１ 

南区地域振興課 ３４１－１２３５ 都筑区地域振興課 ９４８－２２３１ 

港南区地域振興課 ８４７－８３９１ 戸塚区地域振興課 ８６６－８４１３ 

保土ケ谷区地域振興課 ３３４－６３０２ 栄区地域振興課 ８９４－８３９１ 

旭区地域振興課 ９５４－６０９１ 泉区地域振興課 ８００－２３９１ 

磯子区地域振興課 ７５０－２３９１ 瀬谷区地域振興課 ３６７－５６９１ 
 

 横浜市市民局地域活動推進課 
０４５－６７１－２３１７ 

 
 

 

 横浜市ホームページでもご案内しています。 

 
 横浜市 町内会館 検索 



自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金における訪問アドバイザー派遣及び 

補助対象となる会館の拡大ついて【事業説明】 

１ 事業の趣旨 

  ３月１日から申請受付を開始した自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金において、省エ

ネ設備の導入検討の際に、建築士が会館に訪問し、設備の導入方法や工事に関するご相談を

お受けしています。是非ご活用ください。

  また、マンションなどの集合住宅における集会施設（会館として利用している場合）につ

いても補助対象となるよう対象を拡大しましたので、お知らせします。

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で単位会長の皆様に情報提供をお願いします。 

  是非、当補助金の活用をご検討ください。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。 
定例会等で情報提供の上、是非、当補助金の活用をご検討ください。 

３ 建築士による訪問アドバイザー派遣の概要 

  省エネ設備（断熱窓や太陽光発電設備等）の導入に関して、どのような設備・工事が必要

かなど、建築士が会館等を訪問し、ご相談をお受けします（予約制、無料）。 

４ 補助対象となる会館の拡大 

  自治会町内会館の実態を踏まえ、多くの団体に補助制度をご利用いただけるよう、例えば、

マンションの自治会でそのマンションの集会施設を会館として利用している場合も、補助

対象としました。 

【裏面に続きます】 

市連会４月定例会説明資料
令 和 ６ 年 ４ 月 1 0 日 
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課

【訪問アドバイザー派遣 事前連絡先】 

一般社団法人 横浜市建築士事務所協会 

電 話：０４５－６６２－２７１１ 

受付時間：平日 9:00～12:00／13:00～16:30 

※訪問する建築士は、横浜市が契約をしている事業者です。現地訪問は、調整の上、土・

日曜日、祝日も可能

※事前の調整なしに、横浜市の派遣により事業者が訪問することはありません。

※補助金の申請方法や提出書類に関するお問合せは、連絡先が異なります。横浜市住宅供

給公社（045-451-7740）へお願いします。

区連会 資料２－６ 



 

 

【補助対象】 
① 町内会等が所有する会館 
② 会館を自己所有していない場合でも、町内会等が会館を借用等し、設備導入費の負担及び電

気料金の継続的な支払いを行っている場合 
③ 今回拡大 マンションなどの集会施設を、町内会等が活動の拠点（会館）として利用し、その

集会施設の管理団体（マンション管理組合等）と合同で補助申請する場合(※) 
  ※詳しい要件は、「横浜市自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金 募集案内」をご確認く

ださい。 

 

 

【自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金の概要】 

・活動の拠点である自治会町内会館等に、省エネ設備等の導入に必要な経費の一部を補助 

・申請期間：令和６年３月１日（金）～９月 30日（月） 

・補助率・補助上限額 

補助メニュー 補助率 補助上限額 

LED照明器具 ※1 ２／３ 60万円 

省エネエアコン ２／３ 130万円 

断熱窓など 

太陽光発電設備 

蓄電池 

２／３ 200万円※2 

 

 

詳細は、「横浜市自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金 募集案内」をご覧ください。 

また、横浜市 Webページでは、申請様式もダウンロードできます。 

       横浜市 会館脱炭素  検索 

 

 

 
 

市民局地域支援部地域活動推進課 
担当 松永、高橋、石栗 
電話 045-671-2317 /FAX 045-664-0734 
Eメール  sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp 

※２ いずれかの実施も可。 

（ただし、蓄電池は太陽光発電設備との併

用に限る） 

 

 

【補助対象などに関するお問合せ・申請窓口】 

横浜市住宅供給公社 （事務委託先） 

電  話：０４５－４５１－７７４０ 

受付時間：平日 9:00～17:00  

(市WEBページ) 

※１ 電球形ＬＥＤランプのみの交換も対象 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

補助金の申請手続きなど 問合せ先 

（委託先） 横浜市住宅供給公社 

０４５－４５１－７７４０ ［受付時間：平日 9：00～17：00］ 

 担当 横浜市市民局地域活動推進課 

 お気軽にご相談ください 

費用：無料 （横浜市委託事業） 

会館への訪問は、土・日・祝日も可能 

［事前連絡先］ 

（委託先）横浜市建築士事務所協会 

０４５－662－２７１１ 

 ［受付時間：平日 9：00～12：00／13：00～16：30］ 

建築士が、会館を訪問し、 

ご相談を伺います 

太陽光発電設備・蓄電池 

 

LED 照明器具 

 

エアコン 

 

断熱窓など 

 

［横浜市 自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金］ 

 

 

補助対象について 

聞きたい！ 

申請方法がわからない… 

は、こちらへ 

【相談できる内容】 

設備導入の際の工事内容、 

付帯工事の有無、注意点 

など 

導入費用の 2/3 を補助します 



 

 

 

 

 

 電球形 LED ランプのみの交換も、対象です 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぜひ、本補助金のご活用をご検討ください 

詳しくは、 横浜市 会館脱炭素   検 索 

 

 

 

マンションの自治会でも、ご利用できます 

補助対象となる会館の要件(今回拡大部分) 

集合住宅、団地などの集会施設（例：マンション集会室）でも 

自治会が 

活動の拠点（会館） 

として利用 

＋ 
マンション等の住民（自治会の会員）で構成する 

管理団体（マンション管理組合など）と 

合同で補助申請する場合 

 ※申請の際、自治会町内会と施設管理団体（マンション管理組合など）の設備導入に関する意思決定や、 

会館としての利用状況などを確認します。 

●詳細は、「横浜市自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金 募集案内」をご覧ください。 

例えば、 

マンション管理組合が管理する集会室でも、 

自治会が、自治会館として利用しており、その自治会とマンション管理組合

の合同の申請をいただいた場合、補助対象とするよう対象を拡大しました。 

 

直管型や環形のランプのみ 

の交換は補助対象外 

※器具ごと交換する場合は 

補助対象となります 

募集案内はこちら 



 
 

自治会町内会加入促進用リーフレットについて【情報提供】 

 
１ 事業の趣旨 

 子育て世代を主に対象とした自治会町内会加入促進リーフレットを作成しました。 
児童が興味を持てるような内容とし、子育て世代の皆様が手に取って読んでいただける

ような内容となっています。各自治会町内会におかれては、加入促進にご活用いただきます

ようお願いします。 
 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。加入促進にご活用ください。 

 

３ リーフレットの概要 

（１）リーフレット名 

   「シール付き 自治会町内会はどんなとこ？」 

（２）仕様、デザイン 

   大きさ：Ａ４三つ折り 

下記写真のとおり 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４ その他 

各区地域振興課にて在庫を用意しますので、ご利用の際は区役所あてご連絡ください。 
（時期により在庫分がなくお待ちいただく場合がありますが、ご了承いただきますよう

お願いします。） 
 

 

区 連 会 ４ 月 定 例 会 説 明 資 料 
令 和 ６ 年 ４ 月 1 8 日 
横 浜 市 町 内 会 連 合 会 事 務 局 
（横浜市市民局地域活動推進課） 

横浜市町内会連合会事務局 
（横浜市市民局地域活動推進課） 
担当 川口、渡邉 
電話 045-671-2317/FAX 045-664-0734 
sh-jichikai@city.yokohama.jp  

区連会 資料２－７ 



令和５年度 家庭ごみ収集量の実績（速報値）について 

１ 家庭ごみ収集量 

家庭ごみ収集量 

燃やすごみ 
缶・びん・ 

ペットボトル 

プラスチック製

容器包装 

令和５年度 515,437トン 53,258トン 50,256トン 

令和４年度 534,545トン 54,897トン 52,107トン 

増減 
▲19,108トン

(▲3.6％)

▲1,639トン

(▲3.0％)

▲1,852トン

(▲3.6％)

２ お願いしたいこと 

【区連長・地区連長】ご承知おきください。 

３ 令和６年度に向けて 

  日頃から、ごみの減量・リサイクルの推進にご協力いただき、ありがとうご

ざいます。 

 横浜市役所では、市民の皆様が日常生活を安心して送ることができるよう、

引き続き着実にごみの収集・運搬・処理・処分を実施してまいります。 

 また、令和６年１月に新たな一般廃棄物処理基本計画「ヨコハマ プラ 5.3（ご

み）計画」を策定しました。計画に基づきプラスチックごみの分別・リサイク

ル拡大を、令和６年 10月に 9区で、令和 7年 4月からは全 18区で実施します。

実施に向けて市民の皆様が新たな分別ルールに取り組んでもらえるよう説明会

を実施していきます。

  ごみに関してお困りごとがありましたら、お近くの収集事務所までご相談く

ださい。 

担 当：資源循環局政策調整課 

電 話：6 7 1 - 2 5 0 3 

Ｆ Ａ Ｘ：5 5 0 - 4 2 3 9 

Ｅメール：sj-seisaku@city.yokohama.jp

市連会４月定例会説明資料 

令 和 ６ 年 ４ 月 1 0 日 

資 源 循 環 局 政 策 調 整 課 

区連会 資料２－８ 

mailto:sj-seisaku@city.yokohama.jp


 

【参考】  

        旭区家庭ごみ収集量   【単位：トン】 

 
燃やすごみ 

缶・びん・ 

ペットボトル 

プラスチック製

容器包装 

令和５年度 35,212 3,131 3,402 

令和４年度 36,428 3,200 3,509 

増減 
▲ 1,217  

(▲3.3％) 

▲69 

(▲2.2％) 

▲107 

(▲3.1％) 
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旭区燃やすごみ収集量（単位：トン）

37739

38236

38927

37293

36428

区連会４月定例会説明資料 

令 和 ６ 年 ４ 月 1 8 日 

資 源 化 推 進 担 当 

 

35212 

 



 
 

 
令和６年度日本赤十字社会費募集について【協力依頼】 

 
日頃より、日本赤十字社の活動に御協力いただき誠にありがとうございます。 

令和６年度の日本赤十字社の会費募集について、次のとおり御依頼いたします。 

 
１ 事業の趣旨 

  日本赤十字社は、国際救援活動、災害救護活動、医療事業、社会福祉事業、救急法・家庭

看護法等の講習など幅広い活動を展開しています。 
これらの活動を支える資金は、個人や法人から拠出していただく会費によって賄われて

います。 
  このため、一人でも多くの方々に赤十字の思想、活動を理解していただくとともに、赤十

字社の使命を十分に果たすため、会費募集に対する御協力をお願いしております。 
 

２ お願いしたいこと 

【区連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で周知をお願いします。 

【単位会長】郵送等で単位会長あて資料を送付します。 

定例会等で協力いただくよう周知をお願いします。 

 

【御依頼事項】 

（１）令和６年度日本赤十字社会費募集について 

ア 日本赤十字社神奈川県支部からの令和６年度募集依頼額 

２０８，５９３，０００円 （前年度同額） 

イ 会費の一世帯あたりの金額（参考額）  

２００円程度 

（２）募集活動に伴うチラシ等の配布について 
 

３ 実施期間 

 令和６年５月(赤十字運動月間)を中心とする通年 

 

４ 添付資料 

（１）令和６年度日本赤十字社神奈川県支部事業パンフレット（Ａ５版） 

（２）令和６年度日本赤十字社神奈川県支部会費募集チラシ（Ａ４版） 

 
 

市連会３月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ３ 月 1 2 日 
日 本 赤 十 字 社 
神奈川県支部横浜市地区本部 

日本赤十字社 神奈川県支部 横浜市地区本部 
（横浜市 健康福祉局 福祉保健課） 
担当 長澤、服部 
電話 045-671-4044 /FAX 045-664-3622 

  

区連会資料２－９
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令和６年４月18日 

各地区連合自治会町内会長 様 

 

 

日本赤十字社神奈川県支部  

横浜市地区本部旭区地区委員会     

                     委員長（旭区長）権藤  由紀子  

 

 

令和５年度 日本赤十字社会費募集の結果報告について  

 

時下 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  

日頃より、日本赤十字社の事業にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げま

す。  

令和５年度の会費募集につきましては、自治会町内会の皆様から、別紙のと

おり11,258,884円をお寄せいただきました。誠にありがとうございました。  

 

なお、令和６年度におきましても５月１日から「日本赤十字社寄付増強月

間」が始まり、会費募集が開始されます。つきましては、例年同様に皆様のご

協力をいただきたく、お願い申し上げます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局】 

日赤旭区地区委員会    

担当:杉山・門脇 

TEL：392-1123  

FAX：392-0222 

区連会 資料３-１ 

 



〔別紙〕

令和６年３月31日時点

（単位：円）

番号 地区連合町内会
地域振興課
登録世帯数

日赤会費目安額 日赤会費 実績額

1 鶴ヶ峰 8,896 1,071,750 1,027,608

2 白根 4,230 562,240 559,678

3 旭北 4,881 775,700 800,003

4 上白根 650 96,900 78,182

5 今宿 4,562 623,140 684,822

6 川井 4,240 539,700 517,210

7 若葉台 5,069 842,480 875,965

8 笹野台 3,840 601,540 652,636

9 希望が丘 3,276 392,040 444,495

10 希望が丘東 5,319 921,040 948,570

11 希望が丘南 2,895 380,260 452,582

12 さちが丘 3,749 442,210 634,487

13 万騎が原 2,730 370,440 366,937

14 二俣川 5,363 657,800 666,380

15 二俣川NT 3,953 451,060 518,574

16 旭中央 1,837 209,420 215,416

17 旭南部 3,718 522,630 575,991

18 左近山 4,311 491,450 491,450

19 市沢 1,870 377,530 362,187

20 その他 5,843 450,860 385,711

【合計】 81,232 10,780,190 11,258,884

補足）目安額の算出について

　＊日赤会費を　①戸別募集する自治会町内会………………………前年度実績額の85％

　＊日赤会費を　②自治会費より寄付金扱いの自治会町内会………95％世帯数×120円

※参照登録世帯数… 令和5年1月13日

令和５年度　日赤会費募集結果一覧



 

 

 令和６年４月18日 

各地区連合自治会町内会長 様 

各自治会町内会長     様 

                    日本赤十字社神奈川県支部 

横浜市地区本部旭区地区委員会 

委員長（旭区長）権藤 由紀子  

                      

令和６年度日本赤十字社会員増強運動（会費募集）について【ご依頼】 
 

 平素より、本会の活動にご理解とご支援を賜り、お礼申し上げます。 

また、日頃より会員増強運動（会費募集）の推進にご協力を賜り、心からお礼申

し上げます。 

 今年度の会費募集につきましても、ご協力いただきたくお願い申し上げます。 

なお、令和５年度からゆうちょ銀行での払込方法を変更しております。詳しくは次のと

おりです。ご確認をお願いいたします。 

 

１ お願いしたいこと 

【区連長】ご承知おきください。 

【地区連長】ご承知おきください。 

【単位会長】会費募集及び会費納入にご協力お願いいたします。 

 

２ ご留意いただきたい点 

 これまで日本赤十字社会費は、更生保護協会会費と同じ払込票（赤色）を使用し、

ゆうちょ銀行での払込をお願いしていましたが、令和５年度から日本赤十字社会費

の専用払込票（青色）にて払込をお願いしています。この専用払込票をご使用いた

だくことにより、ゆうちょ銀行での硬貨取扱手数料は免除となります（ATMでのご

利用はできません）。 

 なお、払込先は「日本赤十字社神奈川県支部」となりますが、旭区地区委員会の

実績として処理されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【事務局】旭区社会福祉協議会 杉山・門脇 

電話：392-1123 / FAX：392-0222 

 

 
裏面あり 

区連会 資料 ３-２ 

 



 
日本赤十字社会員増強運動（会費募集）の取扱について 

 

日本赤十字社会費募集は任意の会費であり、決して強制ではありません。ご協力 

いただける場合は、次のとおりお取扱いをお願いいたします。 

 

１ 日赤会員増強運動（会費募集）について 

 日本赤十字社は、災害発生時における国内外の救援活動や血液事業、看護師養成等の諸

事業の遂行により、地域社会の福祉の向上に大きく貢献しています。 

これら日本赤十字社の諸事業は、政府の補助金によるものでなく、みなさまから寄せら

れた会費（寄付金）によって運営されております。 

 令和６年度におきましても、５月１日から「赤十字運動月間｣がスタートし、会員増強運

動（会費募集）を進めてまいります。 

つきましてはご多忙のところ誠に恐縮でございますが、別紙資料をご参照のうえ、また

募集用資材のポスター・チラシ等をご活用いただき、自治会町内会のみなさまに赤十字運

動へのご理解とご支援を賜わりますようお願い申し上げます。 

 

２ 運動期間（会費納入期日）について 

 例年、７月末を目安にお願いしていますが、今年度も自治会町内会の状況に合わせて柔

軟にご対応いただき、令和６年９月末を目安にご納入くださいますようお願い申し上げま

す。 

 

３ 日本赤十字社会費目安額について 

（１）目安額は別紙１【目安額および資材内容一覧】をご確認ください。 

自治会町内会ごとの目安額の算出方法は次のとおりです。 

 ①会費を戸別募集する自治会町内会 

  前年度募集実績額×85％ 

 ②会費を自治会費からご寄付いただく自治会町内会 

  地域活動推進費申請世帯数×95％×120円 

 

４ 資材について 

  令和６年２月にご回答いただいた資材アンケートに基づき、別紙１【目安額お 

よび資材内容一覧】のとおり資材を同封しています。不足等がございましたら 

別紙２【資材追加送付依頼書】または電話等にて事務局までご請求ください。 

※領収書は、取扱いにご注意いただき、自治会町内会で保管をお願いいたします。 

  ※新たに会員になられた方（会費500円以上ご協力いただいた方）のうちご希望の方には「協

力会員門標」をお渡しいたします。事務局までご請求ください。 

  ※2,000円以上ご協力いただいた方には「会員門標」を支部からご郵送いたします。 

 

 

 

 

 

 



５ 会費納入方法について 

  日本赤十字社会費を自治会町内会または地区連合自治会町内会ごとにお取りま 

とめいただき、次のいずれかの方法でのご納入をお願いいたします。 

（１）振込の場合 

同封の専用払込票（青色）により最寄りの郵便局からお振込みください。硬貨

取扱手数料は免除となります。領収書は後日ご郵送いたします。 

 

※払込１件につき 10 万円を超える送金に対し、郵便局によっては依頼人確認のため免許証

などの本人確認書類や（自治会町内会名であれば）会則等の提示が求められることがあります。

ご面倒をおかけしますがご承知いただければと存じます。 

 

【払込票見本】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事務局（旭区社会福祉協議会内）窓口にお持ちいただく場合 

金額が確定次第、領収書をその場でお渡し、または後日ご郵送いたします。 

なお、更生保護協会会費とあわせて窓口にお持ちいただく場合は、その旨を 

お申し出ください。 

 

 

 

【No.1  ●●自治会】<●●は印字済> 

 

 



目安額および資材内容一覧 
 
会費を戸別募集する自治会・町内会の場合 
 
（No.）〇〇町内会 様 
 
 

◇令和６年度 日 赤 会 費 （ 目 安 額 ）：     円 
 

算出根拠 
前年度募集実績額（    円）×85％ 

 

◇資材内容一覧 

世帯数：      世帯／班数：      班 

 

資 材 名 数 量 

(1) 払込取扱票 (郵便局専用・青色)   枚 

(2) 委嘱状 (各組･班で会費を取扱われる奉仕者用)   枚 

(3) パンフレット (赤十字事業ご案内・各班回覧用)   部 

(4) チラシ                (赤十字事業ご案内・各世帯用)    枚 

(5) ポスター (掲示板等でご利用下さい)   枚 

(6) 受領書（10 枚綴り） (各組･班で会費を取扱われる時に使用)   冊 

(7) 封筒 (各世帯で会費募集時に使用・各世帯用)   枚 

(8) 門標 (希望者のみ)    枚 

(9) 特別会員名簿 (領収書をもとに２万円以上の会費納付者のみを記入)  1 枚 

 
※資料の数量および発送先につきましては、令和６年２月に実施したアンケー

トに基づき発送させていただきました。貴会の班数・世帯数は、令和６年 
１月５日付の自治会町内会現況届を参考にさせていただきました。  

    旧会長へ届きました場合、新会長へお引き継ぎいただきますようお願いいた
  します。 
 
  ※(9)の特別会員名簿につきましては、今年度中に、貴自治会・町内会におい  

て、会費２万円以上をお納めいただいた方がおられましたら、お名前とご住  
所を記入し(空欄に電話番号)、事務局あてにご提出をお願いいたします。 

  
※資材の発送については特定非営利活動法人 地域精神医療を考える市民の会

葦の会 ウイングスのご協力を得ています。 
 
 

【事務局】 
旭区社会福祉協議会 
担当：杉山・門脇 
電話：392-1123 / FAX：392-0222 

別紙１ 



目安額および資材内容一覧 
 
会費を自治会費からお集めいただく自治会・町内会の場合 
 
（No.）〇〇町内会 様 
 
 

◇令和６年度 日 赤 会 費 （ 目 安 額 ）：     円 
 

算出根拠 
対象世帯数（  世帯）×95％×120円 

 

◇資材内容一覧 

世帯数：      世帯／班数：      班 

 

資 材 名 数 量 

(1) 払込取扱票 (郵便局専用・青色)   枚 

(2) 委嘱状 (各組･班で会費を取扱われる奉仕者用)   枚 

(3) パンフレット (赤十字事業ご案内・各班回覧用)   部 

(4) チラシ                (赤十字事業ご案内・各世帯用)    枚 

(5) ポスター (掲示板等でご利用下さい)   枚 

(6) 受領書（10 枚綴り） (各組･班で会費を取扱われる時に使用)   冊 

(7) 戸別募金用封筒 (各世帯で会費募集時に使用・各世帯用)   枚 

(8) 門標 (希望者のみ)    枚 

(9) 特別会員名簿 (領収書をもとに２万円以上の会費納付者のみを記入)  1 枚 

 
※資料の数量および発送先につきましては、令和６年２月に実施したアンケー

トに基づき発送させていただきました。貴会の班数・世帯数は、令和６年 
１月５日付の自治会町内会現況届を参考にさせていただきました。  

    旧会長へ届きました場合、新会長へお引き継ぎいただきますようお願いいた
  します。 
 
  ※(9)の特別会員名簿につきましては、今年度中に、貴自治会・町内会におい  

て、会費２万円以上をお納めいただいた方がおられましたら、お名前とご住  
所を記入し(空欄に電話番号)、事務局あてにご提出をお願いいたします。  

  
※資材の発送については特定非営利活動法人 地域精神医療を考える市民の 

会葦の会 ウイングスのご協力を得ています 
 
 

【事務局】 
旭区社会福祉協議会 
担当：杉山・門脇 
電話：392-1123 / FAX：392-0222 
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日赤旭区地区委員会 （事務局）旭区社会福祉協議会 宛 FAX 045-392-0222 
MAIL asahi-ks@ceres.ocn.jp     

【日赤資材追加送付依頼書】 
自治会名                      

ご記入者名           （電話   ―    ） 

令和６年度 日赤会費募集資材について追加送付のご希望は下記へご

記入ください。 
 

 資 材 名 数 量 

（１） 払込取扱票（青色）  

（２） 委嘱状（カードサイズ）  

（３） パンフレット（A5小冊子）  

（４） チラシ（Ａ４版両面）  

（５） ポスター（Ａ４版片面）  

（６） 受領証（10枚綴）  

（７） 戸別募金用封筒  

（８） 門標   

（９） 特別会員名簿  

（10） その他（        ）  

 

◆お届け先の変更 
今回お送りした届け先以外をご希望の場合は、下記へご記入願います。 

  

会費資材 
 
お届け先 

〔住所〕 

〔氏名〕 

 

◆送付日の希望 
   速やかに対応いたしますが、特にお急ぎの場合は、ご記入願います。 

    
月  日 までに送付 

 

日赤旭区地区委員会 （事務局）横浜市旭区社会福祉協議会 

電話（３９２）１１２３  FAX（３９２）０２２２ 担当：杉山・門脇 

別紙２ 



№ 氏　　名 〒 住　　所
受領
年月日

電話番号

1     - 円

2     -   円

3     -   円

4     -   円

5     -   円

6     -   円

7     -   円

8     -   円

9     -   円

10     -   円

11     -   円

12     -   円

13     -   円

14     -   円

15     -   円

16     -   円

17     -   円

18     -   円

19     -   円

20     -   円

令和　　年　　月　　日

　　日本赤十字社神奈川県支部長　あて

　　　　　　　　　日本赤十字社神奈川県支部

　　　　　　　　　　　　　　地区（地区本部・分区）長　印

※今年度中に貴自治会・町内会において、会費２万円以上をお納めいただいた方がおられましたら、

事務局宛てご提出をお願いいたします。

社費額

令和６年度　特別会員名簿

※この名簿にご記入いただいた個人情報は、日赤特別会員名簿に関すること以外の目的で使用いたしません。



〔別紙〕

（単位：円） ＜参考＞

令和６年度 令和５年度

目安額 目安額

1 鶴ヶ峰 1,009,060 1,071,750 8,844

2 白根 533,750 562,240 4,201

3 旭北 719,280 775,700 4,774

4 上白根 69,150 96,900 626

5 今宿 619,160 623,140 4,562

6 川井 538,330 539,700 4,185

7 若葉台 776,030 842,480 5,039

8 笹野台 595,810 601,540 3,817

9 希望が丘 394,730 392,040 3,261

10 希望が丘東 858,470 921,040 5,313

11 希望が丘南 401,430 380,260 2,986

12 さちが丘 459,240 442,210 3,764

13 万騎が原 373,380 370,440 2,766

14 二俣川 644,480 657,800 5,367

15 二俣川NT 486,540 451,060 3,915

16 旭中央 205,890 209,420 1,806

17 旭南部 527,790 522,630 3,709

18 左近山 490,880 491,450 4,306

19 市沢 312,620 377,530 1,873

20 その他 463,090 450,860 5,021

【合計】 10,479,110 10,780,190 80,135

令和６年度　日赤会費募金目安額（案）

番号 地区連合町内会
地域振興課
登録世帯数



 

 

                     

令和６年４月１８日 

各地区連合自治会町内会長 様 

各自治会町内会長     様  

                          旭区更生保護協会  

会長（旭区長） 権藤 由紀子  

                     

令和６年度旭区更生保護協会会費の納入について【ご依頼】 
 

 平素より、本会の活動にご理解とご支援を賜り、お礼申し上げます。 

また、日頃より更生保護活動の推進にご協力を賜り、心から感謝申し上げます。 

 今年度の活動推進及び会費募集につきましても、ご協力をお願い申し上げます 

なお、令和５年度からゆうちょ銀行での払込方法を変更しております。詳しくは次のと

おりです。ご確認をお願いいたします。 

 

１ お願いしたいこと 

【区連長】ご承知おきください。 

【地区連長】ご承知おきください。 

【単位会長】会費募集及び納入にご協力をお願いいたします。 

 

２ ご留意いただきたい点 

① 令和５年度から更生保護協会会費は、日本赤十字社会費とは別の同封した払込票

（赤色）を使用して、ゆうちょ銀行での払込をお願いしています。 

② この赤色の払込票はゆうちょ銀行での硬貨取扱手数料は免除になりません。大変

恐縮ですが硬貨取扱にかかる費用は募集した会費からご負担いただきたく、ご理

解くださいますようお願いいたします。 

③ 硬貨取扱手数料は次のとおりです。払込時には硬貨はなるべく少なくするなどの

御配慮をくださいますようお願いいたします。 

④ 日本赤十字社会費は、今年度も引き続き専用払込票（青色）を使用いたします。

別途ご依頼をさせていただきます。お間違えのないようお願いいたします。 

  

【ゆうちょ銀行窓口での硬貨取扱手数料】 

（１）硬貨取扱料金：50枚を超える場合、枚数に応じた料金がかかります。 

 

 

 

 

 

 

次のページにゆうちょ銀行窓口での納入方法と払込票の書き方を例示しています。ご参

考にしてください。 

【事務局】旭区社会福祉協議会 村瀬・千葉 

電話：392-1123 / FAX：392-0222 

 

裏面あり 

硬貨枚数 料金（税込み） 

１～50枚 無料 

51～100枚 550円 

101～500枚 825円 

501～1,000枚 1,100円 

区連会 資料３－３ 

 



 

 

１ 納入方法について 

 更生保護協会会費を自治会町内会または地区連合自治会町内会ごとにお取りまと

めいただき、次のいずれかの方法でのお納入をお願いいたします。 

(１)振込の場合 

同封の払込票（赤色）により最寄りの郵便局からお振込みください。 

硬貨取扱手数料がかかる場合は、大変恐縮ですが、募集した会費からご負担くだ

さいますようお願いいたします。領収書は後日ご郵送いたします。 

 なお、郵便局の窓口では、募集した会費と払込票（赤色）を提出して、硬貨取扱

手数料のかかる場合のみ金額を必ずご確認していただいたうえで、払込票（赤色）

に募集会費、硬貨取扱手数料、納入金額等の必要事項をご記入いただくようお願い

いたします。 

  

（２）事務局（旭区社会福祉協議会）窓口にお持参いただく場合 

金額が確定次第、領収書をその場でお渡し、または後日ご郵送いたします。 

 

２ 払込票（赤色）の書き方例 

 

例１) 10円×500世帯＝5,000円(10円玉500枚)を窓口にて納入する場合 

募集会費総額【5,000円】－硬貨取扱手数料【825円】＝納入額【4,175円】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例２) 10円×52世帯＝520円(10円玉を52枚)を窓口で納入する場合 

募集会費総額【520円】－硬貨取扱手数料【550円】＝納入額【▲30円】 

⇒納入額がマイナスになってしまうため、硬貨を少なくする等のご協力を御

願いいたします。 

     

 

裏面あり 

【No.1  ●●自治会】<●●は印字済> 

お集めいただいた更生保護協会費 [  5,000  円] 

－硬貨取扱手数料[ 825 円] ＝ ※納入金額[ 4,175 円] 

241-○○○○ 

旭区鶴ケ峰 1-6-35 

 

○○自治会 会長 ○○ ○○ 

※￥４,１７５ 

※￥４,１７５ 

※郵便局窓口で硬貨取扱手数料の金額を御確認の上、御記入ください。 



 

 

更生保護協会会費募集の取扱について 
 

更生保護協会会費につきましては、任意の会費であり、決して強制ではありません。 

ご協力いただける場合は、次によりお取扱いをお願いします。 

 

１ 更生保護協会会費について 

 更生保護協会会費は、区内の更生保護活動及び青少年健全育成活動を行う団体への助成

事業や、社会を明るくする運動等の啓発活動の財源として活用させていただいております。 

 

２ 目安額について 

自治会町内会ごとの目安額の算出方法は次のとおりです。 

  対象世帯数：地域活動推進費申請世帯数×95％ 

  会費目安額：対象世帯数×10円 

   【貴自治会目安額】 

      対象世帯数   世帯×95％×10円：  円 
 
３ 運動期間(会費納入期日)について 

 例年、送金目安を７月末でお願いしていましたが、今年度も各自治会町内会の状況に合

わせて柔軟に御対応いただき、令和６年９月末を目安にご納入くださいますようお願いい

たします。 

 

４ 戸別会費募集用封筒について 

 ご利用の場合は、大変お手数ですが、事務局まで御請求ください。 



令和６年度　更生保護協会費目安額（案）

【町内会会費】　　 (単位：円）

No 地区連合町内会
 令和６年度

目標(目安）額
 昨年度

目標(目安)額
地域振興課
登録世帯数

1 鶴ヶ峰地区 60,580      60,740 8,844

2 白根地区 39,840      40,130 4,201

3 旭北地区 45,270      46,270 4,774

4 上白根地区 5,930       6,160 626

5 今宿地区 43,300      43,300 4,562

6 川井地区 39,720      40,250 4,185

7 若葉台地区 47,830      48,120 5,039

8 笹野台地区 36,240      36,450 3,817

9 希望が丘地区 29,550      29,670 3,261

10 希望が丘東地区 50,380      50,440 5,313

11 希望が丘南地区 28,340      27,470 2,986

12 さちが丘地区 35,750      35,610 3,764

13 万騎が原地区 26,230      25,860 2,766

14 二俣川地区 50,930      50,890 5,367

15 二俣川ＮＴ地区 37,150      37,510 3,915

16 旭中央地区 17,140      17,440 1,806

17 旭南部地区 35,210      35,300 3,709

18 左近山地区 40,890      40,940 4,306

19 市沢地区 17,770      17,740 1,873

20 その他（連合未加入） 40,680      40,160 5,021

728,730     730,450     80,135

（補足）目安額の算出について 　

目安額＝世帯数×95％×10円　(※10円未満切り捨て）

※参照登録世帯数…令和６年１月5日現在の旭区地域振興課地域活動係の自治会町内会名簿

総　計
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旭 地 振 第 １ 号 

令和６年４月 18 日 

地区連合自治会町内会長 各位 

自治会町内会長 各位 

旭区地域振興課長 

令和６年度旭区まちぐるみ地域防犯推進事業活動助成金について 

 旭区内の地域防犯力を高め、街頭犯罪等の発生を抑止していくため、今年度も防犯自主活動

実施主体となる予定の自治会町内会を対象に「まちぐるみ地域防犯推進事業助成金」を交付し、

地域防犯活動を支援します。 

ついては、下記要領にて助成金の申請の受付を開始いたしますので、希望される団体は、申

請書類を作成の上、下記担当まで御提出くださるようお願い申し上げます。 

１ 助成対象となる事業 

令和６年度に地区連合町内会又は自治会町内会が実施する地域自主防犯活動事業費 

【主な具体的用途】消耗品費（防犯腕章、ジャンパー等）、印刷製本費（チラシ等印刷）、 

通信運搬費（郵送料）、燃料費（パトロール車ガソリン代）等 

※酒類の購入費、防犯灯に関する経費、総会等への参加費は補助対象外です。

２ 助成額 

（１）地区連合

「活動経費（支出予定総額）」の１／２とし、５０，０００円を上限とします。

（２）単位自治会町内会

「活動経費（支出予定総額）」の１／２とし、２０，０００円を上限とします。

３ 交付条件 

（１）地区連合については「月１回以上」、単位自治会町内会については「週１回以上」の防犯

活動（パトロール、見守り活動、研修会等）の実施を条件としております。

（２）当助成金を申請する地区連合傘下の単位自治会町内会が申請する場合には、地区連合主催

分の活動実績を単位自治会町内会の活動予定として重複計上をすることができませんので

御注意ください。 

（３）地区連合の申請については、地区連合が主催して防犯活動を月１回以上実施する場合につ

いてのみ助成をします。 

裏面へ続く

区連会 資料３－４ 



（４）実績報告の際は、１件(同一案件)の支出合計金額が 10 万円以上のものがある場合は、領

収書の写しも併せて御提出ください。 

（５）地域活動推進費補助金、防犯灯維持管理費補助金、町の防災組織活動費補助金等補助の対

象経費が定められている「他の補助金」の交付を受ける場合には、当助成金の対象支出経費

を重複して計上することができません（対象外経費）ので御注意ください。 

（６）助成金は旭区予算の範囲内で交付決定します。そのため、申請団体が多い場合には助成額

を一律減額決定する場合がありますので、御承知おきください。 

（７）助成金は前金払いで交付しますが、翌年４月に活動実績報告書類を御提出いただきます。

その際、交付決定金額の２倍以上の支出額がなかった場合には、交付額の２倍の金額との差

額を返還していただくことになりますので御注意ください。 

（８）前年度の助成金の交付を受け、実績報告書類を提出していない場合は、今年度の申請がで

きませんので、未提出の団体は至急報告書類を御提出ください。 

 

４ 申請方法及び申請関係書類 

以下の３点の書類を郵送または直接区役所地域振興課窓口へ御提出ください（ホームページ

にも申請書様式が掲載されておりますので、御活用ください）。 

（１）助成金交付申請書（第１号様式） 

（２）収支予算書（第２号様式） 

（３）年間活動計画書（各団体独自のもので防犯活動日程・内容が明記されたもの） 

※ これらの提出された書類は、横浜市市民協働条例（平成 24 年６月横浜市条例第 34 号）第７

条第４項の規定に基づき、公開の対象となります。 

※ ホームページ掲載箇所 

  横浜市旭区トップページ → 区の暮らし・総合 → 防災・防犯 → 防犯 

→ 旭区まちぐるみ地域防犯推進事業助成金について 

 

５ 申請期限 

  令和６年６月 28 日（金）まで 

   
 
                                     〒241-0022  旭区鶴ケ峰１－４－１２ 

                      旭区役所地域振興課 地域活動係（窓口２１番） 

                    担当：石澤・山田 ℡９５４－６０９１ 



第１号様式（第６条第１項） 

 

助成金交付申請書 

 

  年  月  日 

 

横浜市旭区長 

（住 所） 

（自治会町内会名） 

（代表者名） 

（担当者名） 

（連絡先電話番号） 

 

  地域防犯活動の推進のため、  年度旭区まちぐるみ地域防犯推進事業を、添

付資料のとおり実施しますので、経費の一部助成を申請します。なお、助成金の

交付を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成 17 年 11

月 30 日横浜市規則第 139 号）及び旭区まちぐるみ地域防犯推進事業助成金交付要

綱を遵守します。 

 

１ 助成を受けようとする額 

  ￥           

 

２ 添付資料 

（１） 年間活動計画書（各団体独自のもの） 

（２） 収支予算書（第２号様式） 

 

３ 書類の閲覧 

この様式は、横浜市市民協働条例（平成 24 年６月横浜市条例第 34 号）第７

条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければならない。 



第２号様式（第６条第２項） 

 

収支予算書 

 

地区連合自治会町内会・自治会町内会名（                  ） 

                  

１ 収入額           

                    （単位：円） 

項  目   予  算  額           説    明 

区 交 付 金  旭区まちぐるみ地域防犯推進事業助成金 

   

収 入 合 計   

 

２ 支出額           

（単位：円） 

 項  目 予  算  額 説    明 

助
成
対
象
経
費 

 会 議 費   

活 動 費        

 

 

 

 

 

   

   

   

 事 務 費    

助
成
対
象
外
経
費 

   

   

 
支 出 合 計    

この様式は、横浜市市民協働条例（平成 24 年６月横浜市条例第 34 号）第７条

第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければならない。 

 



第１号様式（第６条第１項） 

 

助成金交付申請書 

 

  年  月  日 

 

横浜市旭区長 

（住 所）旭区○○○○○          

（自治会町内会名）○○○自治会       

（代表者名）旭 太郎        

（担当者名）同上              

（連絡先電話番号）○○○－○○○○     

 

  地域防犯活動の推進のため、令和 年度旭区まちぐるみ地域防犯推進事業を、添

付資料のとおり実施しますので、経費の一部助成を申請します。なお、助成金の交

付を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成 17 年 11 月

30 日横浜市規則第 139 号）及び旭区まちぐるみ地域防犯推進事業助成金交付要綱

を遵守します。 

 

１ 助成を受けようとする額 

 

  ￥20,000 
 

２ 添付資料 

（１）年間活動計画書（各団体独自のもの） 

（２）収支予算書（第２号様式） 

 

３ 書類の閲覧 

この様式は、横浜市市民協働条例（平成 24 年６月横浜市条例第 34 号）第７条

第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければならない。 

助成金の申請額は、補助対象経費全体の 

１／２又は上限額です。 

【上限額】 

・地区連合の場合 ：５０，０００円 

・単位自治会の場合：２０，０００円 

申請書の提出日をご記入ください。 

会長の住所をご記入ください。 

書類作成担当者がいる場合にご記入くださ

い。会長が作成する場合は「同上」とご記入

ください。 

防犯活動の日程、内容などが記載されたも

のを添付してください。 

(助成の条件) 

・地区連合：月１回以上の活動 

・単位自治会：週１回以上の活動 

記入例 



第２号様式（第６条第２項） 

 

収支予算書 

 

地区連合自治会町内会・自治会町内会名（                  ） 

 

     

１ 収入額 

                    （単位：円） 

項  目   予  算  額           説    明 

区 交 付 金 ２０，０００ 旭区まちぐるみ地域防犯推進事業助成金 

 ３０，０００ 自治会防犯活動費 

収 入 合 計 ５０，０００  

 

２ 支出額  

（単位：円） 

 項  目 予  算  額 説    明 

助
成
対
象
経
費 

 会 議 費 ５，０００ 会議室使用料 

活 動 費 4０，０００       

 

 

 

 

 

物品費 ３０，０００ 防犯用ベスト購入＠3,000 円×10 着 

 印刷費 １０，０００ 啓発チラシ印刷 ＠20 円×500 枚) 

   

 事 務 費 ５，０００  会議資料等複写代 

助
成
対
象
外
経
費 

   

   

 
支 出 合 計 

５０，０００ 
  

 

この様式は、横浜市市民協働条例（平成 24 年６月横浜市条例第 34 号）第７条第

４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければならない。 

   収入額と支出額は同額となります。 

       内は同じ金額です。 

対象外経費がある場合は記入してく

ださい。 

記入例 



 
                                    

                                                                

 

令和６年度「旭区タウンミーティング」の実施について 
 

 
 旭区では、より住みやすい地域づくりに向けて、地域の皆様と区役所がともに考え、協働していくこ
とを目的に、平成 17年度よりタウンミーティングを実施しています。 
令和６年度は、次のとおり実施しますので、開催を希望される地区は、希望調査票を御提出ください。 

 

 

１ 令和 6年度実施内容 
（１）開催方法 

地域の皆様の関心が高い項目（１～２項目）をテーマとし、区長・関係職員との意見交換を実施 
※連合自治会町内会と区役所の共催で開催 

【昨年度のテーマ例】 
  旭区における子育て支援の取組、魅力あるまちづくり、自治会の魅力発信と諸問題解消に向けて、 

地区の取組の報告と意見交換 
 

（２）開催時期 
   令和６年 6月、７月、９月 
      
２ 依頼事項 
  開催を希望する場合は、「令和６年度タウンミーティング開催希望調査票」を御提出ください。  
 
   【提出期限】原則開催希望日の２か月前 
   【提 出 先】総括支援担当（地区担当の部長または課長） 
 
３ その他 

各地区連合からの御要望につきましては、別紙１「連絡先フローチャート」別紙２「御要望につい
て」を御参考いただき、総括支援担当まで御相談ください。 

 
 

区  連  会  資  料 

令 和 ６ 年 ４ 月 １ ８ 日 

地 域 振 興 課                           

T E L ： 9 5 4 － 6 0 2 8 

 

【担当】 
 旭区役所地域振興課地域力推進担当（旭区役所本館２階 21番窓口） 

奥村、福井、板橋 
TEL：954-6028、FAX：955-3341 

Eメール：as-chiikiryoku@city.yokohama.jp  

区連会 資料 ３－５ 

mailto:as-chiikiryoku@city.yokohama.jp


 

 
令和６年度「タウンミーティング」開催希望調査票 

 
 
 
 
令和６年度「タウンミーティング」の開催について、御記入ください。 
 

開催日時 令和  年  月  日（  ）   ：  ～  ： 

開催場所 （駐車場：あり・なし） 

担当者連絡先 
氏名  TEL  

Email  参加者数 約       人 

開催内容 
 

                     
〇話し合いたいテーマについて書ける範囲でご記入ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
開催内容や役割分担について、事前打ち合わせをさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 

地区名：                 連合会長名：                

【お問い合わせ】 
旭区役所地域振興課地域力推進担当（旭区役所本館２階21番窓口） 奥村、福井、板橋 
TEL：954-6028、FAX：955-3341、Email：as-chiikiryoku@city.yokohama.jp  
 

提出期限：開催希望日の２か月前 

 

 

mailto:as-chiikiryoku@city.yokohama.jp


連絡先フローチャート

いいえ

はい

いいえ

はい

「要望書」を作成し、

区役所へ、御提出ください。

旭警察署へ、御連絡ください。

電話：３６１－０１１０

旭土木事務所へ、御連絡ください。

電話：９５３－８８０１

ＦＡＸ：９５２－１５１８

電子メール：

do-asahiiken@city.yokohama.jp

【以下についてお伝えください。】

①連合自治会町内会名

②要望場所（旭区△町△丁目△番の

住所及び目標施設）

③要望内容（例：ガードレールの補修、

道路の穴埋め、公園施設の補修）

④要望者のお名前、御住所、電話番号

⑤現場写真（添付可能な場合）

その他、御不明な点は、

総括支援担当へ御相談ください。

いいえ

はい要望内容は・・・

道路補修、街路樹、公園、

河川、下水道、水路
ですか？

要望内容は・・・

横断歩道、信号機、

道路標識
ですか？

要望内容は・・・

防災、防犯、

市民利用施設等
ですか？

内容によって相談先

が異なるので、確認

が必要だね。

別紙１



 

御要望について 
 
 
各地区連合から御要望がある場合は、「要望書」を作成し、ご提出ください。 
 
  

１ 対象となる内容 
防災、防犯、市民利用施設の補修など 
※各種要望の相談先につきましては、別紙１「各種要望の連絡先」を参照ください。 
（既に電話や窓口、文書等で、直接所管課に御連絡いただいている場合は、提出不要です。） 
 

２ 提出方法 
【提 出 先】総括支援担当（地区担当の部長または課長） 

３ 回答時期 
案件の内容にもよりますが、要望書をいただいてから、概ね２か月程度で回答いたします。 

 

 

【土木事務所への直接依頼について】 
道路の整備や補修、街路樹の剪定、公園や河川・下水道・水路の維持管理等土木事務所に

関連する案件は、より迅速且つ正確に対応する必要があるため、下記のいずれかの方法で直
接、旭土木事務所に御連絡をお願いします。 
■電話：045-953-8801 ■ＦＡＸ：045-952-1518 

 ■電子メール：do-asahiiken@city.yokohama.jp 
 
※ＦＡＸや電子メールによる要望につきましては、旭土木事務所から内容確認の御連絡をする
場合がありますので予めご了承下さい。 

【お問い合わせ】 
旭区役所地域振興課地域力推進担当（旭区役所本館２階 21番窓口）奥村、福井、板橋 

TEL：954-6028、FAX：955-3341、Email：as-chiikiryoku@city.yokohama.jp  

別紙２ 



 
 

令和  年  月  日 
旭区長あて 

地区連合自治会町内会名：           
会長・氏名             

 

要 望 書 
 

次のとおり、        地区の要望書を提出しますので、回答願います。 
 
 
 
 
 
 
 
※御要望の種類について該当するところにレ点を入れてください。 
□市民利用施設の整備  □市民利用施設の補修   □防災   □防犯      
□その他（                               ） 
※注意…道路の整備や補修、街路樹の剪定、公園や河川・下水道・水路の維持管理等の御要望は直接土木事
務所へ御連絡ください。 

＜記入する上での注意事項＞ 
（１）要望書作成にあたっては、別紙の記入例を参考に、１件につき１枚の様式を使って御記入ください。 

御要望が複数ある場合は、コピーしてお使いください。 
（２）特定の場所に関する要望の場合は、地図等を添付してください。 
（３）市役所以外の関係行政機関・団体（警察署・公共交通機関等）及び土木事務所に対する御意見・御要望は、

該当機関に直接提出してください。（要望書作成等の御相談は随時お受けします。） 
（４）緊急対応が必要な場合や、要望内容の詳細をお聞きする場合がありますので、要望内容について詳しい方

の連絡先（氏名及び電話番号）を必ず御記入ください。また、御記入いただいた連絡先は、関係部署、機
関（区・市役所の各局、県・国の機関、警察署等）にお知らせし、関係部署、機関から直接詳細をお伺い
する場合がありますので御承知おきください。 

（５）地区連合自治会町内会名、連合自治会長の役職・氏名は、開示請求の際の開示対象となります。あらかじ
め、御了承ください。  

要望の要旨 説   明 備考 
 
 
 
 

 
 
 
 

別紙資料 
 
有 ・ 無 
※○をつけてください。 

要望に関する連絡先 
自治会・町内会名：                          

 氏 名：                         
電 話 番 号：                        



 
 

          令和  年  月  日 
旭区長あて 

●●地区連合自治会町内会 
       会長 ▲▲  ▲▲  

 

要 望 書 
 

次のとおり、 ●●     地区の要望書を提出しますので、回答願います。 
 
 
 
 
 
 
※御要望の種類について該当するところにレ点を入れてください。 
□市民利用施設の整備  □市民利用施設の補修   □防災   □防犯 
□その他（                               ） 
※注意…道路の整備や補修、街路樹の剪定、公園や河川・下水道・水路の維持管理等の御要望は直接土木事

務所へ御連絡ください。 

＜記入する上での注意事項＞ 
（１）要望書作成にあたっては、別紙の記入例を参考に、１件につき１枚の様式を使って御記入ください。 

御要望が複数ある場合は、コピーしてお使いください。 
（２）特定の場所に関する要望の場合は、地図等を添付してください。 
（３）市役所以外の関係行政機関・団体（警察署・公共交通機関等）及び土木事務所に対する御意見・御要望は、

該当機関に直接提出してください。（要望書作成等の御相談は随時お受けします。） 
（４）緊急対応が必要な場合や、要望内容の詳細をお聞きする場合がありますので、要望内容について詳しい方

の連絡先（氏名及び電話番号）を必ず御記入ください。また、御記入いただいた連絡先は、関係部署、機
関（区・市役所の各局、県・国の機関、警察署等）にお知らせし、関係部署、機関から直接詳細をお伺い
する場合がありますので御承知おきください。 

（５）地区連合自治会町内会名、連合自治会長の役職・氏名は、開示請求の際の開示対象となります。あらかじ
め、御了承ください。  

要望の要旨 説   明 備考 
 
 
 
  
 

★要望の背景や経緯、場所（住所）、要望する理由など 
を含めて、具体的にお書きください。 
 
 
 

別紙資料 
 
有 ・ 無 
 
※○をつけてください。 

要望に関する連絡先 
自治会・町内会名：あさひさんさん自治会 

 氏名：  旭  太 郎       
電話番号：  ０４５－９５４－６０２８    

自 治 会 ・ 町 内 会 名 は 、 
原則、開示の対象です。 

要望に関する連絡先の氏名、 
電 話 番 号 は 、 非 開 示 で す 。 

記入例 要望書が複数ある場合は、地区連合でとりま

とめをお願いします。また、１枚ずつ地区連合

町内会長名を御記入の上、総括支援担当へ御提

出ください。 

※これまで、既に電話や窓口、文書等で、直接所管の部

署に御意見・御要望等を御連絡いただいていた内容に

ついては、あらためて御提出いただく必要はありませ

ん。 

地区連合自治会町内会名、連合町内会長の役職・氏名は、 
原則、開示請求の開示対象です。 



 

「地域活動に役立つ！デジタル活用講座」の結果報告について 

 

１．開催概要 

  日  時 令和６年３月８日（金）18 時から 19 時 15 分 

  場  所 旭公会堂 

  参加者数 87 名 

  内  容  第１部 講演  

・比較的身近なアプリである「LINE」の活用方法 

・自治会費集金の電子化、電子掲示板、電子回覧板などのツールやアプリの紹介 

・SNS の活用方法、若い世代に興味をもってもらえる発信方法 等 

◆講師◆ 

・杉浦裕樹氏（NPO 法人横浜コミュニティデザイン・ラボ代表理事） 

まちづくりとデジタル活用をテーマに 20 年以上活動。町内会等の地域活動を実践。 

 第２部 トークセッション  

地域でスマホサポートなどのデジタル支援活動に取り組んでいる実践者から、 

自治会町内会・地域活動団体のデジタル活用におけるポイントなどを伺いました。 

       ◆登壇者◆ 

       ・山口正斗氏（NPO 法人 MIKs 代表理事） 

        デジタル支援を行う NPO 法人を立ち上げ。旭区・瀬谷区のケアプラザ等で講座を 

実施。 

       ・岩崎桂子氏（笑顔サポーターわらび（笑日）） 

        音楽とスマホ教室で地域を元気にする活動で自治会等に出張講座を実施。 

   

 

 

 

 

 

 

 

２．アンケート結果（抜粋） 参加者 87 名中、回答 40 名 

■ 講座の内容を通して、印象に残ったこと、やってみたいと思ったことを教えてください。 

・会費（自治会費）のオンライン徴収が素晴らしいと思った。 

・役員間の LINE を立ち上げたいと思う。 

・少しレベルが低かった。実際の活用方法、やり方を教えてほしかった。スマホサポーター 

講座は良いと思った。 

 

■ 地域活動をする中で課題だと感じていることを教えてください。 

・紙ベースの回覧板（回覧に 1 ヶ月かかり情報が古くなる）、対面での現金集金 

・地域のイベント情報、ボランティア情報がスマホで調べられない。 

・スマホを持っていない人がいる中、どのようにデジタル化していくか。 

 

■ 地域でデジタルを活用していくにあたり、どのような支援があるといいと思いますか。 

・自治会長内会向けに具体的な内容のデジタル活用講座があるといい。 

・ＳＮＳによる情報発信、情報収集の立ち上げへの技術的支援があるとありがたい。 

・費用がかかる講座受講や、アプリを利用する際の手数料の援助。 

二次元バーコードから、当日の投影資料 

をダウンロードいただけます。 

地域でご活用ください。 

区連会 資料３－６ 
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